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春
以
降
、
住
宅
地
な
ど
身
近
で
の
ツ

キ
ノ
ワ
グ
マ
の
目
撃
が
増
加
し
て
い

す
。
ま
た
、
今
秋
は
主
要
な
餌
と
な
る
ブ

ナ
の
実
が
「
大
凶
作
」
と
予
想
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
食
べ
物
を
求
め
、
住
宅
地

に
出
没
す
る
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
目
撃
増

加
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。 

 
山
菜
採
り
や
レ
ジ
ャ
ー
で
山
林
に
入

る
際
や
農
作
業
な
ど
屋
外
で
作
業
を
行

う
際
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
、
十
分
な

対
策
を
講
じ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

○
必
ず
２
人
以
上
で
音
を
出
し
な
が
ら

行
動
し
、
単
独
で
山
に
は
入
ら
な
い
こ

と
。 

○
食
べ
残
し
や
食
べ
物
の
容
器
等
を
野

外
に
置
か
な
い
こ
と
。 

○
野
菜
や
果
実
な
ど
の
収
穫
残
さ
は
、

適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。 

○
夜
間
や
早
朝
の
外
出
に
気
を
付
け
る

と
と
も
に
、
危
な
い
場
所
に
は
近
づ
か

な
い
こ
と
。 

ク
マ
を
寄
せ
付
け
な
い
対
策
を
積
極

的
に
行
い
、
被
害
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し

ょ
う
。 

◆
放
任
果
樹
に
つ
い
て 

柿
な
ど
収
穫
し
な
い
で
放
置
し
て
い

る
「
放
任
果
樹
」
は
、
ク
マ
を
誘
引
す
る

要
因
と
な
り
ま
す
。 

 

特
に
、
住
宅
地
に
あ
る
放
任
果
樹
は
、

人
身
被
害
を
も
た
ら
す
危
険
性
が
あ
り

ま
す
の
で
、
伐
採
さ
れ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
伐
採
が
困
難
な
状
況
に

あ
る
方
は
、
町
に
よ
る
伐
採
も
可
能
で

す
の
で
、
い
つ
で
も
農
林
水
産
課
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

◆
ク
マ
を
目
撃
し
た
と
き
の
対
応 

農
林
水
産
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
又
聞
き
に
よ
る
情
報
の
錯
綜
を
防

ぐ
た
め
、
で
き
る
だ
け
代
理
で
は
な
く
、

目
撃
し
た
方
が
直
接
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。（
夜
間
、
住
宅
地
で
の
出
没
な
ど
、

緊
急
の
場
合
は
警
察
へ
） 

□
問
合
せ
先 

 

農
林
水
産
課 

 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

 

  

 

移
住
者
の
方
の
声
を
直
接
聞
く
こ
と

で
地
域
の
魅
力
や
課
題
の
把
握
を
行

い
、
今
後
の
地
域
づ
く
り
や
支
援
策
に

つ
な
げ
る
た
め
に
開
催
い
た
し
ま
す
。 

政
策
支
援
の
他
、
移
住
者
同
士
の
交

流
促
進
に
も
つ
な
が
る
機
会
と
な
り
ま

す
の
で
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

◆
日 

 

時 

９
月
16
日
（
火
）
18
時
～
20
時 

◆
場 

 

所 

深
浦
町
町
民
文
化
ホ
ー
ル 

◆
対

象

者 

深
浦
町
へ
移
住
さ
れ
た
方 

◆
内 

 

容 

生
活
支
援
、
就
業
・
経
済
活
動
、
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
交
流
、
住
宅
・
居
住

環
境
な
ど 

◆
参

加

費 

無 

料 

◆
募
集
人
数 

10
名
程
度 

◆
申
込
方
法 

総
合
戦
略
課
に
直
接
電
話
で
申
し
込

み
い
た
だ
く
か
、
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

    

◆
申
込
期
限 

９
月
10
日
（
水
） 

□
申
込
・
問
合
せ
先 

 

総
合
戦
略
課 

地
域
政
策
係 

 

℡ 

74-

２
１
２
２ 

深深
浦浦
町町
へへ
移移
住住
ささ
れれ
たた
方方
々々

のの
意意
見見
交交
換換
会会
をを  開開

催催
しし
まま
すす  

申
込
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

ツツ
キキ
ノノ
ワワ
ググ
ママ
のの
出出
没没
にに  

注注
意意
しし
まま
しし
ょょ
うう  
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ひ
と
り
親
家
庭
等
の
生
活
の
安
定

と
自
立
の
促
進
を
通
じ
て
、
児
童
の
福

祉
を
増
進
す
る
福
祉
制
度
で
す
。 

 

手
当
の
支
給
は
、
所
得
に
よ
る
支
給

制
限
が
あ
り
ま
す
。
手
当
を
請
求
す
る

方
（
父
、
母
又
は
養
育
者
）
も
し
く
は
、

扶
養
義
務
者
の
所
得
が
政
令
で
定
め

た
額
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
手
当
の
全

部
又
は
一
部
を
支
給
し
ま
せ
ん
。 

★
児
童
扶
養
手
当 

◆
支
給
対
象 

手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

は
、
次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は

ま
る
18
歳
以
下
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方
（
父
母
、
又
は
父
母
に
代
っ
て

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
）
で
す
。（
児

童
が
政
令
で
定
め
る
障
害
の
状
態
に

あ
る
と
き
は
20
歳
ま
で
） 

・
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
又
は
母
と

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童 

・
父
又
は
母
が
死
亡
し
た
児
童 

・
父
又
は
母
が
政
令
で
定
め
る
程
度
の

障
害
状
態
に
あ
る
児
童 

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た

児
童 

※
こ
の
他
の
支
給
要
件
も
あ
り
ま
す
。 

◆
次
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん 

・
児
童
が
里
親
に
委
託
さ
れ
た
り
、
児

童
福
祉
施
設
等
（
通
園
施
設
は
除
く
）
に

入
所
し
た
り
し
て
い
る
と
き 

・
児
童
や
、
父
、
母
又
は
養
育
者
が
日
本

国
内
に
住
ん
で
い
な
い
と
き 

・
父
、
母
が
婚
姻
し
て
い
る
時
（
婚
姻
の

届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
あ
る
場
合
も
含
み

ま
す
） 

・
児
童
が
父
（
母
）
と
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
る
と
き
（
母
（
父
）
に
養
育
さ
れ
て

い
る
場
合
） 

◆
手
当
額
月
額
（
令
和
７
年
４
月
～
） 

○
１
人
の
場
合 

・
全
部
支
給 

４
６
，
６
９
０
円 

・
一
部
支
給 

４
６
，
６
８
０
円
～ 

 
 

 
 
 
 

１
１
，
０
１
０
円 

○
２
人
以
降
の
場
合 

・
全
部
支
給 

 

１
人
に
つ
き
１
１
，
０
３
０
円
加
算 

・
一
部
支
給 

１
１
，
０
２
０
円
～ 

 
 

 
 
 
 

 

５
，
５
２
０
円 

◆
支
給
回
数 

２
か
月
分
ず
つ
年
６
回
支
給
（
１
、

３
、
５
、
７
、
９
、
11
月
に
そ
れ
ぞ
れ

の
支
払
い
月
の
前
月
ま
で
の
２
か
月

分
が
支
払
わ
れ
ま
す
） 

★
特
別
児
童
扶
養
手
当 

◆
支
給
対
象 

国
内
に
住
所
が
あ
り
、
精
神
又
は
身

体
に
中
度
以
上
の
障
害
が
あ
る
20
歳

未
満
の
児
童
を
養
育
す
る
父
又
は
母
、

も
し
く
は
父
母
に
代
わ
っ
て
養
育
し

て
い
る
方
に
支
給
し
ま
す
。 

○○
特特
別別
児児
童童
扶扶
養養
手手
当当
１１
級級  

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
お
お
む
ね
１
級

・
２
級
程
度
に
該
当
す
る
も
の
（
内
部

的
疾
患
を
含
む
） 

・
療
育
手
帳
の
判
定
が
Ａ
程
度
の
知
的

障
害
者
、
又
は
同
程
度
の
精
神
障
害
が

あ
る
場
合 

○○
特特
別別
児児
童童
扶扶
養養
手手
当当
２２
級級  

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
お
お
む
ね
３
級

程
度
に
該
当
す
る
も
の
（
内
部
的
疾
患

を
含
む
） 

・
療
育
手
帳
の
判
定
が
Ｂ
程
度
の
知
的

障
害
者
、
又
は
同
程
度
の
精
神
障
害
が

あ
る
場
合 

◆
次
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん 

・
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る

と
き 

・
児
童
が
障
害
を
理
由
と
す
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き 

児児
童童
扶扶
養養
手手
当当
・・
特特
別別
児児
童童

扶扶
養養
手手
当当
にに
つつ
いい
てて  

◆
手
当
額
月
額 

（
令
和
７
年
４
月
～
／
１
人
当
た
り
） 

・
１
級
（
重
度
） 

５
６
，
８
０
０
円 

・
２
級
（
中
度
） 

３
７
，
８
３
０
円 

□
問
合
せ
先 

 

福
祉
課 

子
育
て
支
援
係 

 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

     

年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る

60
歳
未
満
の
国
民
年
金
加
入
者
の
方

な
ら
ど
な
た
で
も
加
入
で
き
る
年
金
で

す
。
自
ら
積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ
の

運
用
益
に
よ
り
将
来
受
け
取
る
年
金
額

が
決
ま
る
積
み
立
て
方
式
・
確
定
拠
出

型
で
す
の
で
非
常
に
安
定
的
な
年
金
で

す
。
保
険
料
は
経
営
状
況
や
家
計
の
状

況
に
応
じ
て
い
つ
で
も
見
直
せ
ま
す
。 

 

加
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
農
業
委

員
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
及
び

農
業
委
員
会
事
務
局
ま
た
は
Ｊ
Ａ
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

農
業
委
員
会 

 

℡ 

74-

４
４
２
０ 

農農
業業
者者
年年
金金
にに  

加加
入入
しし
まま
せせ
んん
かか  



  
    

個
人
事
業
税
は
、
物
品
販
売
業
、
請

負
業
、
不
動
産
貸
付
業
、
医
業
、
理
容

業
な
ど
の
一
定
の
事
業
を
営
む
個
人

の
方
に
、
原
則
と
し
て
前
年
中
の
事
業

の
所
得
を
も
と
に
課
税
さ
れ
る
県
の

税
金
で
す
。
県
税
事
務
所
か
ら
送
付
さ

れ
る
納
税
通
知
書
に
よ
り
、
８
月
と
11

月
の
二
期
に
分
け
て
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

今
年
度
の
第
一
期
分
の
納
期
限
は

９
月
１
日
（
月
）
で
す
。
納
期
限
ま
で

に
、
お
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
や
金
融
機
関
、
「
地
方
税
お
支
払
サ

イ
ト
」
等
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
納
税
方

法
」
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

   

 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
県
西
北
県
税
事
務
所
課
税
課 

 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
１
１ 

 
 

 
 
 
 

 

（
内
線
２
０
８
）

    

農
業
に
関
す
る
情
報
を
パ
ソ
コ
ン
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
メ
ー
ル
配
信
し
て

い
ま
す
。 

本
配
信
で
は
、
台
風
や
大
雨
な
ど
の

自
然
災
害
に
あ
ら
か
じ
め
備
え
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
悪
天
候
が
予
想
さ
れ

る
都
度
「
臨
時
農
業
生
産
情
報
」
を
配
信

し
て
い
ま
す
。 

臨
時
農
業
生
産
情
報
以
外
に
も
高
温

対
策
や
病
害
虫
防
除
な
ど
農
業
に
役
立

つ
情
報
（
水
稲
・
野
菜
・
畜
産
関
連
の
情

報
や
農
業
経
営
に
関
す
る
情
報
な
ど
）

を
入
手
で
き
ま
す
。 

ま
た
、
本
配
信
は
青
森
県
農
業
情
報

サ
イ
ト
「
農
な
び
青
森
」
の
メ
ー
ル
マ
ガ

ジ
ン
を
登
録
（
無
料
）
す
る
こ
と
で
簡
単

に
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。 

（
農
業
情
報
配
信
サ
イ
ト
Ｕ
Ｒ
Ｌ
）

h
t
t
p
s
:
/
/w
ww
.
n
o
u
n
a
vi
-a
o
m
o
r
i
.
jp 

 

登
録
の
仕
方
が
分
か
ら
な
い
方
は
、

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政
策
課 

担
い
手
育
成
グ
ル
ー
プ 

 

℡ 

０
１
７-

７
３
４-

９
４
６
３ 

深
浦
町
農
林
水
産
課 

 

 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

 
 

    

大
学
等
を
卒
業
し
た
若
者(

就
職
時

35
歳
未
満)

が
、
６
年
間
青
森
県
内
に

住
み
、
サ
ポ
ー
ト
企
業
で
働
き
続
け
た

と
き
、
奨
学
金
の
返
還
を
青
森
県
と
企

業
等
と
で
支
援
す
る
制
度
で
す
。 

※
就
職
予
定
者
・
企
業
と
も
に
事
前
登

録
が
必
要
で
す
。 

◆
対
象
企
業
等
（
サ
ポ
ー
ト
企
業
） 

県
内
企
業
ま
た
は
勤
務
地
を
県
内
に

限
定
し
た
採
用
を
行
う
県
外
企
業
（
法

人
、
団
体
、
個
人
事
業
主
）
で
あ
っ
て
本

制
度
に
登
録
し
て
い
る
企
業
等 

◆
支
援
対
象
者 

・
大
学
・
短
大
等
の
卒
業
者
で
、
就
職
時

に
35
歳
未
満
の
方
（
出
身
地
不
問
） 

・「
日
本
学
生
支
援
機
構
」
、「
青
森
県
育

広報ふかうら（お知らせ版）③ 

英
奨
学
会
」
の
奨
学
金
利
用
者 

・
青
森
県
内
で
正
規
雇
用
さ
れ
て
い
な

い
方 

※
県
外
に
お
住
ま
い
の
方
が
、
年
度
中

途
に
就
職
す
る
場
合
も
対
象
と
な
り

ま
す
。 

◆
支
援
額 

(

１
人
当
た
り
支
援
上
限
額
） 

○
大
学
等 

１
５
０
万
円
、
１
０
０
万
円
、
60
万

円
の
い
ず
れ
か 

○
短
大
等 

75
万
円
、
50
万
円
、
30
万
円
の
い

ず
れ
か 

※
認
定
時
の
返
還
残
額
の
１
／
２
が

上
限
に
な
り
ま
す
。 

  

詳
細
は
公
式
サ
イ
ト
「
「
あ
お
も
り

奨
学
金
サ
ポ
ー
ト
サ
イ
ト
」（h

t
t
p
s
:
/

/
w
w
w
.
a
o
m
o
r
i
-
l
i
f
e
.
j
p
/
s
y
o
g
a
k
u
k
i

n

）
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

    

□
問
合
せ
先 

 

青
森
県 

若
者
定
着
還
流
促
進
課 

 

℡ 

０
１
７-

７
３
４-

９
１
７
４ 

個個
人人
事事
業業
税税
のの  

納納
付付
にに
つつ
いい
てて  

農農
業業
情情
報報
をを
入入
手手
しし
てて  

災災
害害
にに
備備
ええ
まま
しし
ょょ
うう  

県
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

サ
イ
ト
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

ああ
おお
もも
りり
若若
者者
定定
着着
奨奨
学学
金金

返返
還還
支支
援援
制制
度度
のの
おお
知知
らら
せせ  

サ
イ
ト
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 



 
 
  

広報ふかうら（お知らせ版）④ 
    

県
内
の
売
り
た
い
・
貸
し
た
い
農
地

の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
掲
載

し
て
、
買
い
た
い
・
借
り
た
い
人
へ
提

供
す
る
サ
イ
ト
で
す
。 

登
録
さ
れ
た
農
地
情
報
は
、
地
図
上

や
市
町
村
名
、
地
目
等
の
条
件
検
索
に

よ
り
、
絞
り
込
み
検
索
が
可
能
と
な
っ

て
い
ま
す
。 

掲
載
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、『
「
青
森

県
農
地
情
報
サ
イ
ト
」
掲
載
申
出
書
』

に
よ
り
農
業
委
員
会
に
申
込
み
を
し

て
く
だ
さ
い
。 

※
掲
載
申
出
書
は
、
農
業
委
員
会
の
ほ

か
に
岩
崎
支
所
・
大
戸
瀬
支
所
に
も
用

意
し
て
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取

得
可
能
で
す
。 

◆
申
出
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項 

・「
青
森
県
農
地
情
報
サ
イ
ト
」
は
、
所

有
者
か
ら
掲
載
の
了
解
が
得
ら
れ
た

農
地
を
掲
載
し
ま
す
。 

た
だ
し
、
次
の
農
地
は
掲
載
対
象
外

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

①
遊
休
農
地
等
（
た
だ
し
、
草
刈
り
や

青青
森森
県県
農農
地地
情情
報報
ササ
イイ
トト

をを
活活
用用
しし
まま
せせ
んん
かか  

耕
起
で
再
生
が
容
易
な
も
の
又
は
一
定

の
要
件
を
満
た
す
ま
と
ま
っ
た
農
地
の

中
に
存
在
す
る
遊
休
農
地
は
掲
載
可
） 

②
樹
園
地
の
場
合
は
、
県
又
は
市
町
村
が

放
任
園
と
判
断
し
た
農
地 

③
共
有
名
義
又
は
相
続
登
記
が
完
了
し

て
い
な
い
農
地
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
農
地 

ア 

売
買
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、

共
有
者
全
員
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で

き
な
い
又
は
相
続
登
記
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
も
の 

イ 
貸
借
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、

共
有
者
又
は
相
続
人
の
う
ち
過
半
数
の

同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の 

・
当
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
は
、
農
地
の
売

買
・
貸
借
を
確
約
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
掲
載
し
て
も
す
ぐ
に
相
手

方
が
見
つ
か
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。 

□
問
合
せ
先 

 

農
業
委
員
会 

 

℡ 

74-

４
４
２
０ 

    ◆
日 

 

時 

小
学
生
の
部
：
11
月
８
日
（
土
） 

一
般
の
部
：
11
月
９
日
（
日
） 

開
館
：
８
時
、
開
会
式
：
９
時 

◆
場 

 

所 

深
浦
町
民
体
育
館 

◆
種 

 

目 

○
小
学
生
の
部
（
個
人
戦
）  

①
ホ
ー
プ
ス
男
子
シ
ン
グ
ル
ス 

 

②
ホ
ー
プ
ス
女
子
シ
ン
グ
ル
ス 

③
カ
ブ
男
子
シ
ン
グ
ル
ス 

④
カ
ブ
女
子
シ
ン
グ
ル
ス 

⑤
バ
ン
ビ
男
子
シ
ン
グ
ル
ス 

 

⑥
バ
ン
ビ
女
子
シ
ン
グ
ル
ス 

○
一
般
の
部
（
団
体
戦
及
び
個
人
戦
） 

①
団
体
戦
（
１
チ
ー
ム
３
名
、
３
シ
ン

グ
ル
ス
、
男
女
別
無
し
） 

②
一
般
男
子
Ａ
シ
ン
グ
ル
ス
（
中
学
・

高
校
の
卓
球
部
員
、
社
会
人
で
技

術
の
優
れ
た
者
） 

③
一
般
女
子
Ａ
シ
ン
グ
ル
ス
（
中
学
・

高
校
の
卓
球
部
員
、
社
会
人
で
技

術
の
優
れ
た
者
） 

④
一
般
男
女
Ｂ
シ
ン
グ
ル
ス
（
②
、
③

以
外
の
社
会
人
及
び
40
歳
以
上
の

社
会
人
） 

※
一
般
の
部
に
は
、
団
体
戦
、
個
人
戦
と

も
に
、
小
学
生
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
。 

※
小
学
生
の
部
、
一
般
の
部
と
も
に
、
参

加
人
数
に
よ
っ
て
は
、
開
催
形
式
を
変

更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

◆
参
加
料 

シ
ン
グ
ル
ス
１
名
１
，
０
０
０
円 

団
体
戦
１
チ
ー
ム
１
，
０
０
０
円
。 

※
シ
ン
グ
ル
ス
に
関
し
て
は
小
中
高
校

生
無
料
。 

※
団
体
戦
は
年
齢
に
限
ら
ず
１
チ
ー
ム

１
，
０
０
０
円
。  

※
参
加
料
は
当
日
現
金
で
お
支
払
い
い

た
だ
き
ま
す
。 

◆
申
込
締
切 

９
月
19
日
（
金
）
ま
で

◆
申

込

先 

ﾒｰﾙ 
f
u
k
a
u
ra
ta
k
k
y
u
@
g
ma
il
.
c
o
m 

原
則
、
申
込
み
は
メ
ー
ル
の
み
と
し

ま
す
。 

申
込
み
に
は
専
用
の
申
込
シ
ー
ト
が

必
要
で
す
。
広
報
誌
に
は
掲
載
し
て
お

り
ま
せ
ん
の
で
、
お
手
数
で
す
が
、
申

込
シ
ー
ト
を
ご
希
望
の
方
は
、
所
属
と

代
表
者
名
を
明
記
の
上
、
事
務
局
ま
で

メ
ー
ル
を
お
送
り
く
だ
さ
い
。 

メ
ー
ル
確
認
後
、
事
務
局
よ
り
申
込

シ
ー
ト
を
返
信
い
た
し
ま
す
の
で
、
必

要
事
項
を
ご
記
入
後
、
メ
ー
ル
に
添
付

し
て
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

深
浦
町
卓
球
協
会
事
務
局 

渋
谷 

 

℡ 

０
８
０-

６
０
３
５-

２
５
９
２ 

第第
5500
回回
記記
念念
深深
浦浦
町町
民民
卓卓

球球
大大
会会  

参参
加加
者者
募募
集集
！！  



  

〇
Ｓ
Ｎ
Ｓ
専
用
相
談
窓
口 

「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談
」 

＠l
i
n
e
j
in
ke
n
s
o
u
d
a
n 

 

な
お
、
法
務
省
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
人
権
相
談
受
付
窓
口
「
子
ど
も
の
人

権
Ｓ
Ｏ
Ｓ‐

ｅ
メ
ー
ル
」
も
開
設
し
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課 

 
℡ 

０
１
７-

７
７
６-

９
０
２
４ 

     

青
森
県
の
農
林
水
産
業
を
営
む
人
々

の
豊
か
な
表
情
や
伝
統
的
な
文
化
・
行

事
、
四
季
を
通
じ
た
農
山
漁
村
の
風
景

な
ど
を
写
真
で
募
集
し
ま
す
。
た
く
さ

ん
の
ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

◆
申
込
期
限 

10
月
31
日
（
金
）
ま
で 

◆
応
募
方
法 

応
募
票
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

作
品
に
添
付
し
郵
送
ま
た
は
メ
ー
ル
で

ご
応
募
く
だ
さ
い
。 

    

□
応
募
・
問
合
せ
先 

 
‐

農
山
漁
村‐

 

水
循
環
保
全
学
会 

青
森
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会 

水
利
整
備
部 

 

〒
０
３
０-

０
８
０
２ 

青
森
市
本
町
二
丁
目
６-

19 

 

℡ 

０
１
７-

７
２
３-

２
４
０
４ 

ﾒｰﾙ 
k
i
k
a
k
u
-
p
h
o
t
o
@
a
o
d
o
r
e
n
.
o
r
.

j
p
 

    

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
活
動
す
る
ひ
き

こ
も
り
経
験
者
や
家
族
、
支
援
者
な
ど

を
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
に
迎
え
、
パ
ネ
ル
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
で

き
る
「
誰
も
が
生
き
や
す
い
地
域
づ
く

り
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。 

８
～
11
月
に
か
け
て
全
国
６
都
市

（
神
奈
川
・
高
知
・
秋
田
・
新
潟
・
奈
良
・

大
分
）
で
開
催
し
ま
す
。 

◆
開
催
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

８
月
23
日
（
土
）
神
奈
川
県
横
浜
市 

９
月
13
日
（
土
）
高
知
県
高
知
市 

９
月
20
日
（
土
）
秋
田
県
秋
田
市 

10
月
11
日
（
土
）
新
潟
県
新
潟
市 

10
月
18
日
（
土
）
奈
良
県
奈
良
市 

11
月
８
日
（
土
）
大
分
県
大
分
市 

※
13
時
～
16
時
開
催
（
開
場 

12
時

30
分
）
神
奈
川
県
会
場
の
み
13
時
～

16
時
45
分 

※
１
部
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
は
、
会
場
参
加
＋
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加

の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式 

※
２
部
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
会
場

参
加
の
み 

◆
詳
細
・
申
込
み
方
法
等 

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
右
記
の
二
次
元
コ
ー
ド
よ
り
ご
確

認
く
だ
さ
い
。 

  

 

 □
問
合
せ
先 

 

ひ
き
こ
も
りV

O
I
C
E
 S
TA
T
I
O
N 

事
務
局 

 

℡ 

03-

６
２
０
５-

４
６
４
４ 

（
平
日
10
時
～
18
時
） 

    

法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
で
は
、
い
じ
め
や
家
庭
内
に
お
け

る
虐
待
等
に
悩
む
こ
ど
も
た
ち
の
声
を

聴
く
た
め
、
専
用
相
談
電
話
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

専
用
の
相
談
窓
口
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

人
権
相
談
受
付
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま

す
。
そ
の
取
り
組
み
を
強
化
す
る
た
め
、

強
化
期
間
中
は
平
日
の
受
付
時
間
を
延

長
し
、
土
・
日
曜
日
も
相
談
を
実
施
し

ま
す
。 

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
り
ま
す
。

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。 

◆
期 

 

間 

８
月
27
日
（
水
）
～
９
月
２
日
（
火
）

◆
受
付
時
間 

〇
平
日 

８
時
30
分
～
19
時 

〇
土
日 

10
時
～
17
時 

◆
相
談
方
法 

〇
専
用
相
談
電
話 

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」 

℡ 

０
１
２
０
（
０
０
７
）
１
１
０ 

（
通
話
無
料
） 

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑤ 

ああ
おお
もも
りり
のの
農農
山山
漁漁
村村  

フフ
ォォ
トト
ココ
ンン
テテ
スス
トト  

作作
品品
をを
募募
集集
しし
まま
すす  

ひひ
きき
ここ
もも
りりVVOOIICCEE  SSTTAATTII

OONN  

全全
国国
キキ
ャャ
ララ
ババ
ンン
のの  

おお
知知
らら
せせ  

ここ
どど
もも
のの
人人
権権
相相
談談  

強強
化化
週週
間間
のの
おお
知知
らら
せせ  

詳
細
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 
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【令和８年４月１日付け採用予定】 

深浦町職員採用試験を次のとおり実施します。 

なお、第一次試験は、「「ＳＳＰＰＩＩ３３（（総総合合適適性性検検査査））」」により実施します。 

申込方法 
受験申込書及び履歴書を９月１６日（火）までに提出してください。【必着】 

※写真は３ヶ月以内に撮影したもの 

第一次試験 

日 時  １０月５日（日） 午前１０時～ 

     （受付 午前９時３０分～午前９時４５分） 

会 場  深浦町役場 町民文化ホール 

     ※ペーパーテスティングでの試験になります。 

第二次試験 
第一次試験合格者に後日、日時・場所等を通知します。 

試験方法：作文及び個別面接試験 

 

１ 職種・採用予定人員及び受験資格 

職 種 採用予定人員 受 験 資 格 

一般行政職 若干名 

①昭和 51 年 4 月 2 日から平成 8 年 4 月 1 日までに生まれた

者で高等学校卒業以上の学歴を有し、活字印刷文の出題に対

応できる者 

②民間企業等における職務経験を令和 7 年 3 月 31 日現在で

5 年以上有する者 

（注１）「民間企業等における職務経験」には、民間企業のほか、国、地方公共団体、各種法人や

団体及び雇用関係が成立する組織、業務に従事していたことを証明できる自営業等も含みます。 

（注２）「5 年以上」とは、それぞれの企業・団体等で週 30 時間以上の勤務を 1 年以上継続し、

これらの経験が通算で 5 年以上であること。 

（注３）勤務期間の計算は、月単位で行い、月の途中で就職又は退職したときは、その月は全て

就業していたものとみなします。 

（注４）二次試験合格後に職務経験を証明する書類を提出していただきます。その際、5 年以上

の勤務期間が確認できない場合には、合格を取り消します。 

※ただし、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

 ア 日本国籍を有しない者 

 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

ウ 深浦町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

深深浦浦町町職職員員採採用用試試験験ののおお知知ららせせ（（社社会会人人枠枠））  



 
  

広報ふかうら（お知らせ版）⑦ 

２ 試験方法及び内容 

試験種別 区 分 内    容 

第一次試験 ＳＰＩ３検査 

ペーパーテスティング（マークシート方式） 

①能力検査（言語・非言語） ②性格検査  （110 分※） 

※すべての検査時間を合計したものです。 

検査所要時間は受験者により異なります。 

第二次試験 
作文試験 

面接試験 

文章による表現力、思考力等の能力について評価 

個人面接により、職務に必要な態度等について評価 

 

３ 試験日・会場等 

試験種別 試験日 試験会場 合否の発表時期等 

第一次試験 １０月 ５日（日） 
深浦町役場 

町民文化ホール 

１０月中旬頃に受験者全員に郵送に

て通知（合格者に第二次試験案内） 

第二次試験 
１１月 ３日（月） 

（予定） 

深浦町役場 

（予定） 

１２月中旬（予定）までに第二次試験

受験者全員に郵送にて通知 

 

４ 受験手続 

  １）提出書類 

    ①受験申込書 

    ②履歴書（写真付） 

    ※提出書類は、深浦町ホームページからもダウンロードできます。 

  ２）申込期限  ９９月月１１６６日日（（火火））ままでで【【必必着着】】 

  ３）提出先 

〒０３８－２３２４ 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢８４－２ 

深浦町役場 総務課 行政係  

電話 ０１７３－７４－２１１１ 

※持参の場合は、平日：午前８時１５分から午後５時まで（土・日曜日、祝日を除く） 

    ※郵送の場合は、封筒表面に「試験申込」と朱書きし、簡易書留で送付してください。 

  ４）受験票について 

    ９月２５日（木）に受験票を発送する予定としておりますが、９月３０日（火）まで

に届かない場合は、速やかに深浦町役場総務課行政係まで連絡してください。 

 

 



  
５ 合格から採用まで 

   この試験の最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、その中から採用者が決定されます。 

   なお、採用の時期は、令和８年４月１日以降になります。また、最終合格者であっても、

採用までに次の事項に該当した場合は、最終合格を取り消すことがあります。 

  １）採用試験の受験資格を有しないことが明らかになった場合 

  ２）虚偽又は不正行為があったことが明らかになった場合 

  ３）心身の故障のため、職員としてその職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない

ことが明らかになった場合 

  ４）職員としての適格性を欠くことが明らかになった場合 

  ５）地方公務員法に定める欠格条項に該当することとなった場合 

 

６ 給与・勤務条件等（令和７年４月１日現在） 

  １）初任給 

    行政職（高卒程度） 194,500 円 

    ※職歴等により加算されます。昇給は原則として年 1 回行います。 

        ※当町では、令和５年４月１日採用の職員から初任給基準を見直し、引き上げを行って

おります。 

２）諸手当 

   ６月、１２月に期末・勤勉手当が、１１月から３月までは寒冷地手当が支給されるほか、

支給条件に応じて通勤手当等が支給されます。 

３）勤務時間・休暇等 

    ①勤務時間 原則として月曜日～金曜日 ８時１５分～１７時 

    ②休  暇 年次有給休暇（年２０日 ４月１日採用の場合は、採用の年に限り１５ 

日）、病気休暇、特別休暇等 

 

７ その他 

  １）この試験の問合せ先は、次のとおりです。 

    深浦町役場 総務課 行政係  

電話 ０１７３－７４－２１１１（内線 214） 

  ２）お問い合わせの際は、必ず受験者本人がお問い合わせください。 

  ３）個人情報の管理 

    登録された個人情報は適正に管理し、試験の実施にあたり必要と認められる情報は、十

分に留意したうえで当該情報を業務委託先に提供します。なお、提出された書類等は一切

返却いたしません。 

 

□問合せ先 総務課 行政係 ＴＥＬ ７４－２１１１ 

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 



 
 
 
８月から特定健診の個別健診（町指定の医療機関で受ける健診）を実施します。 
特定健診は、自覚症状がほとんどなく進行する生活習慣病（糖尿病、高血圧症、脂質異

常症、肝硬変など）のリスクを早期に発見し、予防・改善につなげるための健診です。 
集団健診を受診できなかった方は、健康状態の確認のために、ぜひ受診してください。 
約１万円の検査を無料で受けることができます。 

役場健康推進課への受診申込が必要です。 

■対象者    ・今年度末に 40 歳以上の国民健康保険加入者 
・後期高齢者医療制度加入者 
・今年度末に 40 歳以上の生活保護受給者 

■実施期間   令和７年８月１日～令和８年２月２８日 
■指定医療機関 ・深浦診療所  ・鰺ヶ沢病院（鰺ヶ沢町）・七ツ石内科（鰺ヶ沢町）  
■健診内容   ・基本的な健診：問診、身体計測、血圧、肝機能検査、血中脂質検査、 

               血糖検査、尿検査 
・詳細な健診（医師の判断による）：貧血検査、心電図検査、 

眼底検査、血清クレアチニン検査 
■健診料金    無 料 
■受診方法   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
□問合せ先  
健康推進課（深浦町保健センター（深浦診療所隣り）） 
ＴＥＬ ８２－０２８８   

  
集集団団健健診診をを受受診診ででききななかかっったた方方へへ  

特特定定健健診診をを受受診診ししままししょょうう  

①①健健康康推推進進課課へへ申申しし込込むむ  

氏氏名名、、生生年年月月日日、、住住所所、、電電話話番番号号ををおお伝伝ええくくだだささいい。。  

・・電電話話  ☎☎８８２２－－００２２８８８８    ・・二二次次元元ココーードド  

②②受受診診券券等等到到着着後後、、医医療療機機関関へへ電電話話でで予予約約すするる  

③③受受診診すするる  

持ち物：「受診券」、「質問票」、「マイナ保険証」（又は「資格確認書」）

※生活保護の方は「質問票」と「夜間・休日医療受給証」 

④④健健診診結結果果がが郵郵送送さされれまますす  

広報ふかうら（お知らせ版）⑨ 



 
 
 
介護が必要になったら高齢者を社会全体で支えるしくみが介護保険制度です 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
□問合せ先  
地域包括支援センター  ＴＥＬ ７４－４４２１   

 
広報ふかうら（お知らせ版）⑩ 

ははじじめめててのの介介護護ササーービビスス～～在在宅宅介介護護ササーービビスス（（前前編編））  


